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上位・関連計画一覧

■まちづくり

策定年月策定機関上位計画・関連計画No

令和4年5月鹿児島市第六次鹿児島市総合計画1

令和3年6月鹿児島県都市計画区域マスタープラン2

令和4年3月鹿児島市第二次かごしま都市マスタープラン3

■道路

策定年月策定機関上位計画・関連計画No

令和3年6月鹿児島県かごしま新広域道路交通計画ビジョン・かごしま新広域道路交通ビジョン4

令和3年6月鹿児島県道路の整備に関するプログラム「かごしまのこれからのみちづくり2018」5

令和4年3月鹿児島市幹線道路整備事業第8次計画6

■公共交通

策定年月策定機関上位計画・関連計画No

令和4年3月鹿児島市第二次鹿児島市公共交通ビジョン7

■環境

策定年月策定機関上位計画・関連計画No

令和4年3月鹿児島市ゼロカーボンシティかごしま推進計画8
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１．第六次鹿児島市総合計画（令和４年５月）

6 質の高い暮らしを支える 快適なまち【都市・交通 政策】
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１．第六次鹿児島市総合計画（令和４年５月）

6 質の高い暮らしを支える 快適なまち【都市・交通 政策】
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２．都市計画区域マスタープラン（令和６年３月２９日変更）
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２．都市計画区域マスタープラン（令和６年３月２９日変更）
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３．第二次かごしま都市マスタープラン（令和４年３月）
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３．第二次かごしま都市マスタープラン（令和４年３月）
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３．第二次かごしま都市マスタープラン（令和４年３月）

整備方針まちづくり構想地区の現況と課題
地域・
地区

・鹿児島東西幹線道路・鹿児島南北幹線道路の整備促進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の結節機能の強化
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・バリアフリー環境の整備推進
・自転車走行ネットワークの整備推進
・コミュニティサイクルの運営
・車中心から人中心への道路のあり方の検討

○鹿児島東西幹線道路の整備促進などによる交通の円滑
化

○鹿児島東西幹線道路の整備促進などによる道路交通網
の強化を図ります。

○交通結節機能の強化などによる公共交通の利用促進を
図ります。

○徒歩で円滑に移動できるようバリアフリーに配慮した交
通環境の整備を図ります。

○公共交通や自転車利用を促進するため、車中心から人
中心への道路のあり方を検討します。

本市の主要な交通施設が整備され、交通環境に対す
る満足度が高い状況ですが、市内外からの交通が集
中し、交通混雑が慢性化していることから、鹿児島東
西幹線道路などの広域交通ネットワークの整備など
による交通混雑の緩和が必要です。中央

地区

・国道10号鹿児島北バイパス・県道鹿児島蒲生線の整備促進
・冷水通線の整備推進
・地域生活道路の整備推進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・バリアフリー環境の整備推進
・自転車走行ネットワークの整備推進
・コミュニティサイクルの運営
・車中心から人中心への道路のあり方の検討

○国道10号鹿児島北バイパスの整備促進などによる交通
の円滑化

○国道10号鹿児島北バイパスの整備促進などによる道路
交通網の強化を図ります。

○徒歩で円滑に移動できるようバリアフリーに配慮した交
通環境の整備を図ります。

○公共交通や自転車利用を促進するため、車中心から人
中心への道路のあり方を検討します。

本市の北の玄関口として、主要な交通施設が整備さ
れ、交通環境に対する満足度が高い状況ですが、市
内外からの交通が集中し、交通混雑が慢性化してい
ることから、幹線道路の整備などによる交通混雑の
緩和が必要です。上町

地区

・臨港道路・鹿児島東西幹線道路・鹿児島南北幹線道路の整備促進
・地域生活道路の整備推進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・バリアフリー環境の整備推進
・自転車走行ネットワークの整備推進
・コミュニティサイクルの運営
・車中心から人中心への道路のあり方の検討

○臨港道路の整備促進などによる交通の円滑化
○臨港道路の整備促進などによる道路交通網の強化を図
ります。

○公共交通への乗換機能の強化や利便性の向上による
公共交通の利用促進を図ります。

○徒歩で円滑に移動できるようバリアフリーに配慮した交
通環境の整備を図ります。

国道225号や産業道路などの広域的な道路や丘陵部
と平坦部を結ぶアクセス道路が多数あり、交通混雑
が慢性化していることから、鹿児島東西幹線道路な
どの広域交通ネットワークの整備などによる交通混
雑の緩和が必要です。

鴨池
地区

・冷水通線などの整備推進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・公共交通不便地における交通手段の確保
・自転車走行ネットワークの整備推進
・コミュニティサイクルの運営

○冷水通線の整備推進などによる交通の円滑化や交通手
段の確保による利便性の向上

○冷水通線の整備推進などによる道路交通網の強化を図
ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
〇公共交通の利便性が低い地域では、日常生活における
交通手段の確保を図ります。

西田から永吉にかけた平坦地が土地区画整理事業
により基盤整備されていることや公共交通が充実し
ていることなどから、交通環境に対する満足度は高い
状況ですが、公共交通の不便な地域もあることから、
公共交通の確保が必要です。

城西
地区

・鹿児島東西幹線道路の整備促進／武武岡線の整備推進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・自転車走行ネットワークの整備推進

○鹿児島東西幹線道路の整備促進などによる交通の円滑
化

○鹿児島東西幹線道路の整備促進などによる道路交通網
の強化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。

鹿児島中央駅のほか、自動車専用道路のインター
チェンジが集中するなど、交通の要衝となっており、
交通の利便性に関する満足度が高い状況ですが、丘
陵部の住宅団地と中心市街地との交通が県道鹿児
島東市来線などの限られた道路へ集中することから、
交通混雑が慢性化しています。

武・
田上
地区
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３．第二次かごしま都市マスタープラン（令和４年３月）

整備方針まちづくり構想地区の現況と課題
地域・
地区

・鹿児島南北幹線道路・県道小山田谷山線の整備促進
・地域生活道路の整備推進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・公共交通不便地における交通手段の確保
・バリアフリー環境の整備推進
・車中心から人中心への道路のあり方の検討

○県道小山田谷山線の整備促進などによる交通の円滑化
や交通手段の確保による利便性の向上

○県道小山田谷山線の整備促進などによる道路交通網の
強化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通への乗換機能の強化や利便性の向上による
公共交通の利用促進を図ります。

○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活における
交通手段の確保を図ります。

○徒歩で円滑に移動できるようバリアフリーに配慮した交
通環境の整備を図ります。

東西方向を結ぶ交通ネットワークが不十分で、国道
225号や産業道路などの広域的な道路では、交通混
雑が慢性化しているほか、公共交通への満足度が低
いことから、地区内交通の緩和や公共交通の確保が
必要です。

谷山北
部地区

・鹿児島南北幹線道路の整備促進/向川原惣福線などの整備推進
・南清見諏訪線の延伸の検討
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通の利用促進措置に応じた駐車場などの附置義務軽減の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・公共交通不便地における交通手段の確保
・バリアフリー環境の整備推進
・車中心から人中心への道路のあり方の検討

○鹿児島南北幹線道路の整備促進などによる交通の円滑
化や交通手段の確保による利便性の向上

○鹿児島南北幹線道路の整備促進などによる道路交通網
の強化を図ります。

○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活における
交通手段の確保を図ります。

○徒歩で円滑に移動できるようバリアフリーに配慮した交
通環境の整備を図ります。

○公共交通や自転車利用を促進するため、車中心から人
中心への道路のあり方を検討します。

交通結節点である谷山駅を中心に土地区画整理事
業などによる基盤整備が進んでいますが、県道鹿児
島加世田線や産業道路などでは、交通混雑が慢性化
しているほか、農村集落などでは、公共交通の不便
な地域もあることから、通過交通の分散や公共交通
の確保が必要です。

谷山
地区

・県道坂元伊敷線･県道徳重横井鹿児島線・国道328号小山田バイパス
の整備促進

・都市農業センターや鹿児島健康の森公園などの施設をつなぐ道路の整
備推進

・甲突川沿いの既設道路の拡幅推進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・民間開発と連携した公共交通や自転車などの利用促進措置の検討
・公共交通不便地における交通手段の確保

○県道坂元伊敷線の整備促進などによる交通の円滑化や
交通手段の確保による利便性の向上

○県道坂元伊敷線の整備促進などによる道路交通網の強
化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活における
交通手段の確保を図ります。

国道3号には、広域交通や地域の生活交通が入り込
み、交通混雑が慢性化しているほか、農村集落など
では、公共交通の不便な地域もあることから、通過交
通の分散や公共交通の確保が必要です。伊敷

地域

・県道鹿児島吉田線・県道鹿児島蒲生線の整備促進
・交通混雑の著しい交差点改良の検討
・公共交通不便地における交通手段の確保

○県道鹿児島吉田線の整備促進などによる交通の円滑化
や交通手段の確保による利便性の向上

○県道鹿児島吉田線の整備促進などによる道路交通網の
強化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活における
交通手段の確保を図ります。

○土地区画整理事業の推進などによる人にやさしい歩行
空間の形成を図ります。

県道鹿児島吉田線では、通過交通と生活交通が集中
することによる交通混雑が慢性化しているほか、農村
集落などでは、公共交通の不便な地域もあることから、
幹線道路の整備や公共交通の確保が必要です。吉野

地域

・県道鹿児島蒲生線などの整備促進
・公共交通不便地における交通手段の確保

○県道鹿児島蒲生線の整備促進などによる交通の円滑化
や交通手段の確保による利便性の向上

○県道鹿児島蒲生線の整備促進などによる道路交通網の
強化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活の交通手
段の確保を図ります。

県道鹿児島蒲生線などの都心部と鹿児島空港や県
北部とを結ぶ幹線道路がありますが、一部に未整備
区間が見られるほか、農村集落などでは、公共交通
の不便な地域があることから、幹線道路などの整備
や公共交通の確保が必要です。

吉田
地域
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３．第二次かごしま都市マスタープラン（令和４年３月）

整備方針まちづくり構想地区の現況と課題
地域・
地区

・国道224号・県道桜島港黒神線の整備促進○国道224号の整備促進などによる交通の円滑化や公共
交通機関の連携による利便性の向上

○国道224号の整備促進などによる道路交通網の強化を
図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○桜島フェリーと陸上交通機関との連携など、公共交通の
利便性の向上を図ります。

24時間運航の桜島フェリーにより、市街地へのアクセ
スが確保され、幹線道路などの整備も進んでいます
が、公共交通の利便性や道路整備に対する満足度
が低いことから、引き続き、公共交通の利便性の向上
や幹線道路などの整備促進が必要です。

桜島
地域

・国道226号・県道飯山喜入線の整備促進
・公共交通不便地における交通手段の確保

○国道226号の整備促進などによる交通の円滑化や交通
手段の確保による利便性の向上

○国道226号の整備促進などによる道路交通網の強化を
図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活の交通
手段の確保を図ります。

都心部へのアクセス道路が国道226号などに限られ
るため交通混雑が慢性化しており、また、鉄道の利
便性に対する満足度が高い一方で、バスの利便性
に対する満足度が低い状況もあることから、幹線道
路などの整備や公共交通の確保が必要です。

喜入
地域

・県道永吉入佐鹿児島線・県道松元川辺線の整備促進
・公共交通不便地における交通手段の確保

○県道永吉入佐鹿児島線の整備促進などによる交通の
円滑化や交通手段の確保による利便性の向上

○県道永吉入佐鹿児島線の整備促進などによる道路交
通網の強化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活におけ
る交通手段の確保を図ります。

南九州西回り自動車道や県道鹿児島東市来線など
の幹線道路や、２つの鉄道駅を有していますが、幹
線道路などの整備やバスの利便性に対する満足度
が低いことから、幹線道路などの整備や公共交通の
確保が必要です。

松元
地域

・県道川内郡山線の整備促進
・公共交通不便地における交通手段の確保

○県道川内郡山線の整備促進などによる交通の円滑化
や交通手段の確保による利便性の向上

○県道川内郡山線の整備促進などによる道路交通網の
強化を図ります。

○生活道路の整備による交通の円滑化などを図ります。
○公共交通の利便性が低い地域では、日常生活の交通
手段の確保を図ります。

○土地区画整理事業の推進などによる人にやさしい歩行
空間の形成を図ります。

国道328号や県道川内郡山線などの広域的な幹線
道路の整備が進みつつありますが、一部に未整備
区間が見られるほか、公共交通の利便性に対する
満足度が低いことから、幹線道路などの整備や公共
交通の確保が必要です。

郡山
地域
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４．かごしま新広域道路交通ビジョン・計画（令和４年６月）
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４．かごしま新広域道路交通ビジョン・計画（令和４年６月）
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５．道路の整備に関するプログラム「かごしまこれからのみちづくり2018」（令和６年３月）

（抜粋）
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６．幹線道路整備事業第８次計画（令和４年３月）
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７．第二次鹿児島市公共交通ビジョン（令和４年３月）
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８．ゼロカーボンシティかごしま推進計画（令和４年３月）
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８．ゼロカーボンシティかごしま推進計画（令和４年３月）


